
継続

原議保存期間 10年(令和16年３月31日まで)

有 効 期 間 一種(令和11年３月31日まで)

各管区警察局広域調整担当部長 警 察 庁 丁 規 発 第 4 1 号

警 視 庁 交 通 部 長 殿 令 和 ６ 年 ３ 月 2 7 日

各道府県警察（方面）本部長 警 察 庁 交 通 局 交 通 規 制 課 長

都道府県における安全な道路交通環境整備の推進について

都道府県警察と道路管理者の連携による安全な道路交通環境整備の推進につ

いては、「安全な道路交通環境の整備に関する推進方針について」（平成12年

３月23日付け警察庁丙規発第14号）により既に通達されたところであるが、こ

の中で都道府県ごとに設置することとされている「都道府県道路交通環境安全

推進連絡会議」（以下、「推進連絡会議」という。）の構成及び事務局について、

別紙のとおり定めたので通知する。

また、「安全な道路交通環境の整備に向けた推進プログラム」については、

別添の推進プログラムモデルを参考として、別紙に従い推進連絡会議において

作成されたい。

なお、各都道府県道路管理者には建設省道路局関係課長から同旨の内容が通

達されていることを申し添える。

【継続措置状況】

初回発出日：平成12年11月16日

（有効期間：平成31年３月31日）

継続措置日：平成31年３月28日

（有効期間：平成36年３月31日）


















